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第１章 改訂京都市自転車総合計画見直しの背景と目的 

第1 章 改訂京都市⾃転⾞総合計画⾒直しの背景と⽬的
 

１ 改訂京都市⾃転⾞総合計画 

改訂京都市自転車総合計画（以下「現行計画」という。）は，平成１２年３月

に策定した京都市自転車総合計画の推進期間の満了を受け，依然として残る放置

自転車問題の解決と適正な自転車利用の推進を目的として，平成２２年３月に策

定いたしました。目的等の主な内容は，以下のとおりです。 

○⽬的 
全ての人にとって安心・安全な，快適で住みよいまちづくりを実現し，

更には環境への負荷の少ない持続可能なまちづくりを実現する。 

○推進期間 
平成２２年度～平成３１年度（１０年間） 

○主な内容 
（１）民間事業者等との連携による駐輪場整備 

（２）自転車撤去体制の強化，撤去保管料の見直し 

（３）自転車通行環境の整備 

（４）自転車啓発活動の充実  

（５）都市型レンタサイクルの導入促進  

○計画の位置付け 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

連携・協同

上位計画

改訂京都市⾃転⾞総合計画
平成２２年度～平成３１年度 

自転車走行空間の整備 

低炭素型のまちづくりを推進 

「京都市環境モデル都市⾏動計画」「歩くまち・京都」総合交通戦略 

自転車利用ルール・マナーの遵守

京都市の基本計画 
「はばたけ未来へ！京（みやこ）プラン」 

平成２３年度～平成３２年度 

人と公共交通優先の 
歩いて楽しいまちづくりを推進 

⾃転⾞通⾏環境整備プログラム
（整備⽅針）（案） 第９次京都市交通安全計画 

連携・協同 連携・協同 
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第１章 改訂京都市自転車総合計画見直しの背景と目的

 

２ 改訂京都市⾃転⾞総合計画⾒直しの背景と⽬的 
平成２２年の現行計画の策定後，４年が経過し，その間，駐輪場の整備や撤

去対策の強化等により放置自転車対策については，大きく前進しました。一方，

ルール・マナーの遵守については，市民生活実感調査でも肯定的ではない意見

が４０％半ばで推移するなど，一定の課題が浮き彫りになっています。 

また，国においては平成２４年の「安全で快適な自転車利用環境創出ガイド

ライン」の策定に続き，平成２５年には改正道路交通法の施行により自転車の

路側帯通行が左側に限定されるなど，自転車を取り巻く環境にも大きな変化が

生じています。 

現行計画の中間年を迎え，政策ごとの進捗や課題を抽出するなど現行計画前

半の総括を行うとともに，この間の環境の変化や東京オリンピック・パラリン

ピックの開催決定など，新たに生じた要因を踏まえ，見直しを行うことといた

しました。 

 

 

 

年⽉ 内容
平成22年 

 
12⽉ 

 
京都市⾃転⾞安⼼安全条例の施⾏ 

自転車の安全な利用の促進，自転車利用者の意識の向上を図る 

平成23年 
 
 
 

９⽉ 
 
 
 

⾃転⾞道・歩道で⾃転⾞を⼀⽅通⾏とする規制標識の新設 
自転車道・歩道での自転車の通行を整序化するとともに， 
自転車道などの自転車通行環境の整備を推進するために， 
規制標識「自転車一方通行」を新設 

 
10⽉ 

 
 
 

自転車交通総合対策のとりまとめ（警察庁） 
全国の都道府県警察本部に 
「良好な⾃転⾞交通秩序の実現のための総合対策の推進について」
を通達 

平成24年 
 
11⽉ 

 
国土交通省及び警察庁 

「安全で快適な⾃転⾞利⽤環境創出ガイドライン」を策定 

平成25年 
 
12⽉ 

 
道路交通法の⼀部改正 

自転車の路側帯通行が道路の左側に設けられた路側帯に限定される

 

 

 

 

表１ 現行計画後の自転車に関する国・警察等の動向 
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第２章 改訂京都市自転車総合計画策定後の取組成果 

第２章 改訂京都市⾃転⾞総合計画策定後の取組成果
 

１ ⾃転⾞⾛⾏環境の整備 
1.1 ⾃転⾞⾛⾏環境整備の考え⽅ 

本市では現行計画を踏まえ，平成２４年３月に自転車通行環境整備プログ

ラム（整備方針）（案）を作成し，歩行者と自転車利用者が共に，ひとの集

う場所へ安心・安全に通行することができるよう自転車通行環境整備の基本

方針（案）を取りまとめました。 

 

 

 

 

 
1.2 整備実績 

基本方針（案）を踏まえ，平成２６年３月までに，４４．６㎞の整備を実

施し，そのうちの８割が自転車通行位置の明示となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本⽅針（案） 
1 市街地エリアの幹線道路を活用したネットワーク化の推進 
2 ひとの集う場所を中心とした面的整備（ゾーン対策）の推進 
3 自転車事故の発生箇所など対策が必要な場所について，部分的整備

（スポット対策）の推進 

北大路通 

図２.１ 京都市内の自転車通行環境整備路線 

新町通 

御池通 押小路通 

五条通 

油
小
路
通 

竹田街道 

新
町
通 

中山稲荷線 

西
洞
院
通 

伏見警察署前

烏
丸
通 

 

車道混在（路肩の活用）
自転車通行位置の明示
自転車専用通行帯 
自転車道 

凡例 
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第２章 改訂京都市自転車総合計画策定後の取組成果

 

 

 

 

 

 

 

1.3 整備形態別の整備状況 
整備形態の概要と整備された各道路の事例は，下表のとおりです。 

  

整備形態 整備延⻑ 計
①車道混在（路肩の活用） ０．７㎞ 

４４．６㎞

②自転車通行位置の明示 ３６．７㎞ 

③自転車専用通行帯 ４．８㎞ 

④自転車道 ２．４㎞ 

視
覚
的
分
離 

①⾞道混在（路肩の活⽤）  

烏丸通で計０.７㎞を整備 

 車道で自転車の通行位置を明示 
 自動車と同一方向の左側通行 
 自転車と自動車が混在 

②⾃転⾞通⾏位置の明⽰  

北大路通や油小路通等で計３６.７㎞を整備 

 歩道空間の路面に着色等により自転車が
通行する位置を明示 

 歩行者が優先で徐行 

③⾃転⾞専⽤通⾏帯  

新町通（府庁東側）等で計４.８㎞を整備 

 車道上で自転車の専用通行空間を交通規
制により指定 

 自動車と同一方向の左側通行 

構
造
的
分
離 

④⾃転⾞道  

竹田街道や五条通等で計２.４㎞を整備 

 縁石などの工作物により物理的に分離さ
れた車道での自転車専用の通行空間 

 自転車は歩道やこれ以外の車道を通行し
てはならない 

 原則として，対面通行 

表２.1 京都市内の自転車通行環境整備延長 

表２.2 整備形態別の整備概要と状況 

縁石

五条通 

油小路通 

新町通（府庁東側） 

烏丸通 
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第２章 改訂京都市自転車総合計画策定後の取組成果 

 
1.4 路⾯表⽰や注意喚起サインの設置 

自転車の走行環境の整備に合わせ，路面表示や注意喚起のサインの設置も

行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

御池通の路面表示 御池通の注意喚起看板 

図２.2 路面表示及び注意喚起看板の設置事例 
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第２章 改訂京都市自転車総合計画策定後の取組成果

 
２ ルール・マナーの啓発 

2.1 ⾃転⾞交通安全教育の実施 
小学校では，学年に応じて安全ノートを児童に配布し，継続的に自転車の

交通安全に関する学習を行っています。また，近年，警察の指導により自転

車運転免許証の交付を伴う自転車教室も実施しており，その参加校は年々増

加しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中学校及び高等学校では，スタントマンが事故を再現し，交通事故の衝撃

や恐怖を実感させるスケアード・ストレイト方式による自転車交通安全教室

を実施しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

年度 平成20 平成21 平成22 平成23 平成24 平成25

実施小学校数（校） 45 64 76 86 94 110 

年度 平成23 平成24 平成25

実施中学校及び高等学校数（校） 1 2 4

出典：京都府警察ホームページ 

図 2.3 自転車交通安全教室の様子（左）と安全ノート（右） 

表 2.3 自転車運転免許証交付を伴う自転車教室の実施状況 

図 2.4 スケアード・ストレイト方式 

による自転車交通安全教室の様子 

表 2.4 スケアード・ストレイト方式による自転車交通安全教室の実施状況 
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第２章 改訂京都市自転車総合計画策定後の取組成果 

 
2.2 さまざまな場⾯でのルール・マナーの周知・啓発 

下記のような自転車利用マナー向上啓発グッズにより，自転車のルールや

マナーの周知・啓発を行っています。 

 「確認しましょう 自転車の交通ルール」（京都府警察） 

 「自転車運転 小学生」（民間）（図２.５） 

 自転車交通安全教育プログラムの作成 

 自転車の安全利用に係る啓発用ＤＶＤの配布等の取組を実施 

 大学生向けフリーペーパーへの自転車啓発記事の掲載及び入学式で配布 

（京都市）（図２.６） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 街頭での啓発活動・啓発イベントの実施 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

図 2.5 民間の発行による 
自転車の安全利用の本 

図 2.6 啓発のパンフレット（京都市）

繁華街での啓発 通学路での啓発 

図 2.7 「まちかど啓発」の実施の様子 

図 2.8 自転車マナーアップフェスタの様子 
 （平成 26 年６月１日開催） 
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第２章 改訂京都市自転車総合計画策定後の取組成果

 
３ 放置⾃転⾞対策 

3.1 放置⾃転⾞対策の成果 
現行計画の策定後，民間事業者等との連携による駐輪場の整備や撤去体制

の強化などを実施してきました。その結果，自転車の放置台数は，平成１３

年と比べると約２７分の１に減少し，現行計画策定前の平成２１年と比べる

と約１０分の１に減少しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

２７分の１に減少

現行計画の策定（平成 22 年） 

１０分の１に減少 

図 2.9 自転車等の放置状況＊1 の推移 

＊１：１０～１１月の晴天の平日，概ね午前１１時時点において，市内各駅のうち１駅

における放置台数が１００台以上の駅を集計対象に放置台数を集計した値 

＊２：内閣府は本調査を隔年で実施しており，平成２４年度,平成２６年度は本市独自で
調査を実施 

出典：内閣府調査

改善前 改善後 

図 2.10 自転車等の放置の改善例 
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第２章 改訂京都市自転車総合計画策定後の取組成果 

 
3.2 駐輪場の整備の推進 

（1）駐輪場の整備状況 
行政による整備のほか助成事業による民営の駐輪場の整備により，図の

ように収容可能台数は年々増加しています。 
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19,932
（36.7%）

増 加 

図２.11 京都市内における駐輪場整備台数の推移 

出町柳まちかど駐輪場 七之舟入自転車駐車場 

図 2.12 京都市内における駐輪場整備事例 
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第２章 改訂京都市自転車総合計画策定後の取組成果

 
（２）⺠間⾃転⾞等駐⾞場整備助成⾦事業 

立地上の理由等により，公共の駐輪場を整備していくことが困難な地域

では，民間の活力による駐輪場整備を行う際に，設置費用などの助成を実

施しており，１年間に概ね１０箇所前後で活用され，５００台以上の整備

が行われています。 
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図 2.13 民間自転車等駐車場整備助成金事業の活用件数 

図 2.14 駐輪場へ転用した事例 

建物の１階を転用 コインパーキングを転用 
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第２章 改訂京都市自転車総合計画策定後の取組成果 

 

3.3 付置義務※による駐輪場の整備 

京都市内では，平成２０年以降，２２１箇所で駐輪場の整備が行われていま

す。都心部では，平成２０年からの５年間で約１，０００台分が整備されまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 撤去に関する主な取組 

京都市では年末年始を除き，土日・祝日，夜間も含む連日の撤去等を行っ

てきた結果，市民に対して，「自転車を放置すると撤去される」という意識

を醸成することができ，自転車の放置台数の減少につながりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年⽉ 取組内容
平成19年 9月 放置の多かった都心部の撤去を２倍程度に強化 

土日撤去の開始（月１回程度） 

 10月 夜間撤去の開始（月１～２回程度）

平成22年 4月 

5月 

9月 

鴨川撤去の開始土 

曜撤去通年実施 

国道撤去の開始 
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平成24年 4月 日曜祝日撤去の通年実施，夜間撤去の強化 

平成25年 4月 土曜夜間の撤去を開始，夜９時以降の撤去を開始 

平成26年 8月 軽トラックを活用した効率的な撤去を本格導入 

図 2.15 付置義務駐輪場申請台数及び箇所数 

京都市 
全域 

都心部 

表 2.5 放置自転車の撤去の取組の流れ 

※付置義務： 特定用途・一定規模以上の施設設置者に施設利用者のための駐輪場整備を課す
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第２章 改訂京都市自転車総合計画策定後の取組成果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.16 放置自転車撤去台数の推移 

土日・祝日の撤去の様子 夜間の撤去の様子 

図 2.17 夜間，土日・祝日の撤去の様子 
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第３章 自転車の現状と課題 

第 3 章 ⾃転⾞の現状と課題
 

１ ⾃転⾞利⽤の現状 

 

 

自転車保有台数は，増加傾向にあるとともに，昨今の自転車ブームもあって，

スポーツ車が増加するなど，走行性能が高い自転車が増えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

走行性能が高い自転車が増加 
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全国 京都府内

(千台） (千台）

図 3.1 自転車の保有台数の推移（全国・京都府） 

出典：（社）自転車協会，(財)自転車産業振興協会

図 3.2 国内における自転車の車種別販売台数の伸び率（年間１店あたり） 

出典：自転車国内販売動向調査（(財)自転車産業振興協会）
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第３章 自転車の現状と課題

 

 

 

パーソントリップ調査※によると，京都市の代表交通手段別における自転車

の割合は，約２割となっています。各交通手段の移動距離を加味し５㎞以内で

みてみると，自動車の割合はあまり変わらず，徒歩や自転車の割合が増え，自

転車は，約３割となっています。 

京都市は，通勤通学に用いられる自転車の分担率が，政令指定都市の中で大

阪市に次ぐ２位となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

交通手段としての自転車の利用率が増加 

鉄道 バス 自動車 自転車 徒歩凡例 自動二輪

・原付

図 3.3 ５㎞以内での代表交通手段の割合の比較（京都市） 
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図 3.4 政令指定都市の通勤通学における代表交通手段としての自転車分担率の比較 

出典：京都市における人の動き‐平成 22 年第５回近畿圏パーソントリップ調査結果から‐

※パーソントリップ調査（パーソン＝人，トリップ＝動き） 
「いつ」「どこから」「どこまで」「どのような人が」「どのような目的で」「どのような交通手段を利用して」
移動したかについて調査し，人の１日のすべての動きをとらえるものです。 
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第 3 章 自転車の現状と課題 

 

目的別でみると通勤や業務で自転車を利用する割合が増加しています。 

年齢別でみると２０歳代～３０歳代前半の若年層と６０歳代後半の高齢者

での自転車の利用割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

鉄道 バス 自動車

自転車

徒歩 その他 不明

凡例

自動二輪・原付

図 3.５ 目的別の代表交通手段構成の推移（京都市） 

出典：京都市における人の動き -平成 22 年第５回近畿圏パーソントリップ調査結果から-
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第３章 自転車の現状と課題
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徒歩 その他 不明

凡例

自動二輪・原付

出典：京都市における人の動き‐平成 22 年第５回近畿圏パーソントリップ調査結果から‐
図 3.６ 年齢層別の代表交通手段構成の推移（京都市） 
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第 3 章 自転車の現状と課題 

 

 

 

自転車の通行量は，都心部で多く，特に御池通，堀川通，東大路通，川端通，

今出川通で多くなっています。 

一方，近隣の政令指定都市と比べ，歩道（自転車歩行者道含む）設置率が低

く，狭い道路が多いのが実状です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自転車利用は都心部が多い 

半径 3 ㎞の円 

図 3.7 自転車交通量図（昼間 12 時間） 
(平成 22 年度道路交通センサスより作成） 

図 3.8 違法駐車や荷捌き車にふさがれている現状

違法駐車や荷捌き車等
の路上駐車 

幅員の狭い歩道 
が多い ＋ 

自転車利用者の死角になる 

⇒事故の危険性 

歩行者との接触の可能性 
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図 3.9 歩道(自転車歩行者道を含む)設置率 図 3.10 歩道(自転車歩行者道を含む)幅員別割合 

出典：平成 22 年度道路交通センサス
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第３章 自転車の現状と課題

 

２ ⾃転⾞事故の現状 
 

 

平成１６年から平成２５年の１０年間では，京都府内の全交通事故総件数及

び自転車関連事故件数ともに約４割減少している一方，自転車対歩行者の事故

は，約２割増加しています。また，平成２５年中の京都府内における自転車対

自転車の事故は，５３件発生しています。 

なお，京都市の自転車関連事故の割合は，全国平均や京都府内と比べて高く

なっています。 
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図3.11 自転車の関連する交通事故発生件数の推移（京都府） 

出典：京都府警察調べ 

図 3.12 自転車対歩行者事故件数の比較 図 3.13 自転車関連事故割合の推移 
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第 3 章 自転車の現状と課題 

 

＜⾃転⾞事故の状況＞ 
全国データでは，自転車事故総数の約７割が交差点内で発生してお

り，京都市内においても同様の傾向が見られます。 

さらに交差点の中でも，①細街路の交差点の事故が約２７％と最も多

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車は，小さなこどもから高齢者まで，気軽に乗れる乗り物である一方，

事故を起こすと年齢や責任能力に関係なく，加害者にその責任が重くのしかか

ってきます。利用が多い若年層においても下表のように，近年，高額な賠償を

支払うケースが見られるようになりました。 

自転車の安全利用に心がける一方，万一に備え，より安全に利用できるよう

自転車向けの保険の必要性も高まっています。 

  

賠償額 判決 事故の概要

約９,５００万円 
２０１３年 

（神戸地裁） 
小学生の児童が自転車で坂を下っている際に女性
と衝突。被害者は寝たきりの状態となった。 

約９,３００万円 
２００８年 

（東京地裁） 
男子高校生が車道を横断し，対向車線の自転車の
男性と衝突。被害者には後遺障害が残った。 

約５,４００万円 
２００７年 

（東京地裁） 
男性が信号を無視して交差点に進入し，横断中の
女性と衝突。被害者は頭を打ち死亡した。 

自転車事故による高額賠償 

表 3.1 自転車での加害事故例 

出典：三井住友海上火災保険㈱資料

図 3.14 自転車の交通事故発生場所と割合（全国：平成 23 年［2011 年］） 

出典：（公財）交通事故総合分析センターへの古倉委託集計データに基づき古倉作成

図 3.15 自転車関連事故の衝突地点別発生件数 
（京都市：平成 25 年［2013 年］） 出典：京都府警察 

⾃転⾞
事故総数
144,018

１

２
３

４

５

６

交差点内の事故 68.0% 

歩道区分あり 60.4% 

歩道区分なし 39.6% 交差点以外の事故
32.0%

７

⑦その他      1.1%

①細街路の交差点  26.6%
②脇道の交差点   23.1%
③幹線道路の交差点 19.1%
④歩道       9.6%
⑤⾞道       9.3%
⑥区分なし     12.3%
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３ ⾃転⾞に関する国等の動向 

 

 

自転車の走行については，昭和４５年１０月の道路交通法の改正を機に一

部歩道の通行が可能となって以降，歩道での走行が主流となり，現在に至っ

ています。 

しかし，近年，走行性能の高い自転車の増加や歩行者との事故の増加など

により，自転車は「車両」であること，車道左側通行が原則であることを再

認識し，自転車の走行環境について自転車と歩行者の分離を推進する動きが

出てきています。 

年⽉ 内容
昭和45年 

 
10⽉ 

 
道路交通法の改正を機に道路構造令に⾃転⾞歩⾏者道の設置を盛り込む

事故の多発による緊急的な処置として一部の歩道を通行可能にした 

平成22年 
 

12⽉ 
 

京都市⾃転⾞安⼼安全条例の施⾏
自転車の安全な利用の促進，自転車利用者の意識の向上を図る 

平成23年 
 
 
 

９⽉ 
 
 
 

⾃転⾞道・歩道で⾃転⾞を⼀⽅通⾏とする規制標識の新設 
自転車道・歩道での自転車の通行を整序化するとともに， 
自転車道などの自転車通行環境の整備を推進するために， 
規制標識「自転車一方通行」を新設 

 
10⽉ 

 
 

自転車交通総合対策のとりまとめ（警察庁） 
全国の都道府県警察本部に 
「良好な⾃転⾞交通秩序の実現のための総合対策の推進について」を通達

  

【ポイント】 
○自転車は「車両」であることを，交通社会を構成するすべての者に徹底

○自転車道，普通自転車専用通行帯の整備やパーキング・メーター，パー
キング・チケット撤去後の自転車専用の走行空間の整備 

○自転車と歩行者の分離を目的とした，幅員３m未満の歩道での普通自転
車歩道通行可の見直し 

○普通自転車歩道通行可の交通規制が実施されている歩道をつなぐ自転車
横断帯の撤去 

平成24年 
 

11⽉ 
 

国土交通省及び警察庁 
「安全で快適な⾃転⾞利⽤環境創出ガイドライン」を策定 

  

【ポイント】 
○自転車ネットワーク計画の作成の推進 
○個別自転車通行空間設計の選定方法・整備指針 
○自転車ルールの周知・徹底 
○自転車利用の総合的な取組（放置自転車対策・荷捌き車対策） 

平成25年 
 

12⽉ 
 

道路交通法の⼀部改正 
自転車の路側帯通行が道路の左側に 
設けられた路側帯に限定される 

自転車は「車道左側通行」へ 

表 3.2 現行計画後の自転車に関する国・警察等の動向 
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４ 課題 

4.1 ⾃転⾞⾛⾏環境の課題 
 

 

①歩行中に自転車の走行で危険を感じる行為の多くがルール・マナー違反 

②歩行者から見て危険を感じる存在 

 

①歩⾏者が⾃転⾞で感じる危険はルール・マナー違反 
市民アンケート調査結果※では，市内を歩行中に自転車に対して危険を感

じた歩行者は約９割と，ほとんどの人が歩行中に危険を感じたと回答してい

ます。危険と感じた行為は，「携帯電話で通話や傘をさしながら走行する自

転車」が約６割と最も多く，次いで「突然の飛び出し」，「スピードが出て

いる自転車とすれ違うとき」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

課題１ 無秩序な自転車の走行 

Ｑ.市内を歩いていて自転車に対し，危険を感じたことがありますか。 

（回答数=1,000 人，複数回答可）

図 3.16 歩行者が自転車に対して感じた危険 

出典：京都市市民ウェブアンケート調査（平成26年７月）

※市民アンケート調査（京都市市民ウェブアンケート調査） 
平成 26 年７月に京都市在住の高校生以上を含む市民１，０００人にインターネットによるアンケー
ト調査を実施 

62.2%

54.4%

52.6%

40.3%

26.9%

12.3%

9.7%

3.3%

0% 20% 40% 60% 80%

携帯電話で通話や傘をさしながら走行する自転車

突然の飛び出し

スピードが出ている自転車とすれ違うとき

乱暴な追い越し

ベルを鳴らされたこと

走行している自転車にぶつかった

放置自転車にぶつかった

その他
危険を感じた

ことがある

90.7%

危険を感じた

ことがない

9.3%
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②⾃転⾞と歩⾏者が共存できていない 
京都市の市民生活実感調査結果によると，約半数の方が自転車と歩行者が

共存できていないと回答しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｑ.駐輪場の整備や自転車の利用マナーの向上により，自転車と歩行者が共存できている。

3.9%

3.7%

5.1%

5.3%

19.7%

16.2%

19.1%

18.1%

31.1%

29.6%

27.0%

31.8%

22.6%

24.8%

26.4%

24.9%

19.7%

22.9%

18.7%

15.9%

2.9%

2.7%

3.7%

4.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成23年
（2011）

平成24年
（2012）

平成25年
（2013）

平成26年
（2014）

そう思う どちらかというとそう思う どちらともいえない どちらかというとそう思わない そう思わない 無回答

図 3.17 自転車の利用マナーに関する市民生活実感調査結果の推移 

出典：京都市 市民生活実感調査（H23～H26年）

 

Ｑ.自転車を走行中，歩行者や車などとぶつかりそうになった(ぶつかった)ことはありますか。 

（回答数=720 人，複数回答可） 

図 3.18 自転車で走行中の事故及びヒヤリハットの経験 

出典：京都市市民ウェブアンケート調査（平成26年７月）

自転車で走行中，歩行者，車，自転車とぶつかった人は，それぞれ１割前後おり，

ぶつかりそうになった人は３～５割もいることがわかりました。 

【コラム：事故はだれにでも起こりうる？】

7.8%

49.0%

9.3%

34.7%

12.9%

46.0%

0.6%

1.5%

20.7%

0% 20% 40% 60%

歩行者とぶつかった

歩行者とぶつかりそうになった

車とぶつかった

車とぶつかりそうになった

自転車とぶつかった

自転車とぶつかりそうになった

その他とぶつかった

その他とぶつかりそうになった

ぶつかったこともぶつかりそうになったこともない
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①左側（順走※1）より右側（逆走※2），車道より歩道の通行の方が危険 

②歩道通行の自転車の方が自動車の運転手に認識されにくい 

③市民が感じる安全と実際の安全な走行場所はかい離している 

①⾃転⾞の⾛⾏⽅向の安全性 
自転車事故の約７割は交差点で発生しており，中でも出会い頭事故が多く

なっています。 

幹線道路に出てくる自動車との出会い頭事故の場合，左側通行（順走）と

右側通行（逆走）を比べると，左側通行（順走）の方が安全性は高くなって

います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②⾃動⾞から⾒た⾃転⾞の視認度 
左折車の運転手から見た場合，歩道通行の自転車と車道通行の自転車を比

べると，下図のように，車道通行の自転車の方が視認度が約３割高くなって

います。  

 
 

  

課題２  安心な走行と安全な走行が異なっている 

出典：鈴木美緒 「自転車配慮型道路の幅員構成が自動車走行特性に及ぼす影響に関する研究」
2008 年，土木計画学論文集

出典：金子，松本，蓑島：自転車事故発生状況の分析土木技術資料 51-4 （2009）

図 3.19 幹線道路と細街路との交差点における自転車と自動車との出会い頭事故の発生状況 

歩道通行は歩道上の障害物 

（ガードレールや植栽帯など）に 

隠れてドライバーに気づかれにくい 

歩道通⾏の⾃転⾞ ⾞道通⾏の⾃転⾞

気付いた

40.7%

気付かな

かった

59.3% 気付いた

69.3%

気付か

なかった

30.2% 

 

上記の円グラフは左図の緑の矢印の視認度を
示すものは含んでいない 

出会い頭
事故 

車道（左側通行）
０件（―） 

車道（右側通行） 
8 件（1.5） 

歩道（車道寄り）
９件（0.032） 

歩道（建物寄り） 
30 件（0.73） 

歩道（車道寄り） 
16 件（0.031） 

歩道(建物寄り)
16 件（0.067） 

逆走 順走

※１ 順走：自動車と同じ方向への走行（自転車の場合は左側通行のこと） 
※２ 逆走：自動車と逆の方向への走行（自転車の場合は右側通行のこと） 

※京都市が追記

2002～2005 年（4 年間）の事故件数
（東京国道事務所提供データより作成）

（ ）内の数字は事故発生率（件／100 万台）[交通量を加味して算出]
仮に 100 万台通行したときに事故に遭う件数

 
更には， 
自動車から気づきにくい 
交差する歩道側から 
交差点に自転車が 
飛び出すケースもある 

※ 

※

図 3.20 幹線道路の交差点における自転車の視認性 
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③市⺠の⾃転⾞の⾛⾏位置の認識 
自転車の走行位置について調査したところ，約９割の方が自転車は車道の

左側を走るということを知っていました。しかし，実際に車道左側通行をし

ている人は，約３割にとどまっています。 

これについては，心理面での恐怖や不安感，車道左端の道路環境（路上駐

車，ごみ，凹凸など）が原因と考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

安全の⾼さと安⼼の⾼さの不⼀致が⾞道⾛⾏の妨げになっている。 

Ｑ.「自転車は車道の左側を通行する」 
ということを知っていますか。 

（回答数＝1,000 人）

Ｑ.普段自転車で走行する際，どこを走りますか。
（回答数＝720 人）

32.8 
％ 

48.5 
％

6.7
％

12.1
％

建
物
側 ⾞

道
側 

真
ん
中 ⾞

道 

歩道 ⾞道 

図 3.21 自転車の走行位置の認知度と実走状況 

出典：京都市市民ウェブアンケート調査（平成26年７月）

知っている 

90.6％ 

知らなかった 9.4％

図 3.22 自転車の走行の安全と安心の相関関係 

安心

安全 
事故率(低) 

⾞道左側 
（順⾛） 

⾞道右側 
（逆⾛） 

歩道右側
（逆⾛）

歩道左側
（順⾛）

車道左側通行が 

最も事故率が低いが， 

車道走行は不安 

○⾞道左側通⾏の安⼼感を⾼める
ことが重要 
・自転車が走る場所であることを 

明示 

・安全対策の実施 

・自動車利用者への周知，教育 

・安全であることの情報提示や発信

○安全と安⼼がかい離している。 
・車道左側通行のルール認知は９割だが，

実際に走行しているのは３割 

歩道は安⼼だが， 

⾞道左側通⾏より
も事故率が⾼い 
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4.2 ルール・マナー遵守に向けての課題 
 

 

①ルール・マナー教育では年齢が上がるにつれ受講経験なしが増加 

②若年層による自転車関連事故が多く，高齢者は重傷化又は死亡の割合が 

高い 

 

①⾃転⾞の交通安全教室の受講状況 
年代別でみると，学校で交通安全教室を実施していることもあり，１０代

の約９割は受講経験がある一方，６０歳以上では７割以上の人が受講したこ

とがないとの回答となっています。年齢が上がるにつれ自転車の交通安全に

ついて学ぶ機会が少ないことがわかりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

課題１  ルール・マナー教室等の受講機会に偏りがみられる 

Ｑ.自転車の安全利用に関する交通安全教室を受けたことがありますか。 
（回答数=1,000 人，複数回答可）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

受けたことがない

学校で受けたことがある

車の免許の更新時に受けたことがある

地域で受けたことがある

子供の通っている学校で保護者向けを受けたことがある

区役所・市役所で受けたことがある

勤務先で社員向けを受けたことがある

50.3％ 

38.8％ 

7.1％

5.0％

3.2％

1.8％

1.4％

受講経験ありの回答者の年齢別受講状況 

出典：京都市市民ウェブアンケート調査（平成26年７月）

受けたことがない 受けたことがある

6%

34%

47%

46%

55%

74%

94.4%

65.6%

53.5%

53.6%

44.9%

26.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10代

20代

30代

40代

50代

60代以上

図 3.23 自転車の交通安全教室の受講状況 
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15歳以下 
26,245⼈ 
（18.3％） 

65歳以上 
25,006⼈ 
（17.4％） 

②事故の被害者と年齢 
一たび事故が起きれば，重傷や死亡に至る傾向が高い高齢者には，十分な

受講機会の提供により，安全への理解・意識を高めていく必要があります。 

事故割合が高い若年層については，受講機会の拡大を図るとともに，特に

自転車乗用中の事故割合が高い小中高生については，実践的な講習について

も考えていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：自転車の交通事故の実態と自転車の交通ルールの徹底方策の現状（警察庁交通局交通企画課）

図 3.24 平成 23 年自転車乗用中の年齢層別死傷者数，重傷者数及び死者数

364

263

482

336
300

225

169

378

306
278

421

299 303

219

128

385

0

100

200

300

400

500

600

15歳以下 16～19歳 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60～64歳 65歳以上

（人）

平成24年(2012） 平成25年(2013)事故が多い 

重傷化・
死亡が多い

図 3.25 自転車乗車中の死傷者数（京都府） 

出典：2011.3.8 毎日新聞 朝刊「銀輪の死角」
（平成２０年交通事故総合分析センターデータによる集計）

図 3.26 小中高生の交通事故の内訳 

60.6

86.7

71.2

21.2

39.4

13.3

28.8

78.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生

中学生

高校生

全体

自転車乗用中の事故 自転車乗用中以外の事故

0% 20% 40% 60% 80% 100%

死傷者数

重傷者数

死者数

3,843⼈ 
(35.7％） 

1,450 人 
（13.5％） 

1,390 人 
（12.9％） 

341 人（3.2％）

713 人
（6.6％）

892 人
（8.3％）

1,152 人（10.7％）

998 人
（9.3％）

計
10,779⼈

9,022 人（6.3％）
計 

143,738⼈
25,006⼈ 
（17.4％） 

26,245⼈ 
（18.3％） 

8,586 人（6.0％） 
12,154 人
（8.5％）

14,780 人
（10.3％）

16,278 人
（11.3％）

31,667⼈ 
（22.0％） 

375⼈（59.7％） 
27 人（4.3％）

40 人 
（6.4％） 

5 人（3.2％）

23 人（3.7％） 

33 人（5.3％） 

61 人
（9.7％） 

64 人
（10.2％）

計 
628⼈

15歳以下 16～24歳 25～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～64歳 65歳以上凡例
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第 3 章 自転車の現状と課題 

 

 

 

 

①自転車事故の３分の２がルール違反あり 

②ルール・マナーに理解・納得ができていない 

 

①事故とルール・マナーの関係 
「自転車事故の２／３はルール違反あり」となっています。 

また，信号無視や一時停止無視でみると，自動車より自転車の方が違反率

は高く，一時停止無視は８割と圧倒的に高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ルール・マナーの遵守 
自転車のルールや罰則について，約

７５％の市民が認知していました。し

かし，Ｐ２２に示すように，市民の約

半数が「歩行者と自転車が共存できて

いない」と回答しています。 

また，ルール・マナーを守らない理

由について，「ルールやマナーが道路

や交通の実情に合っていない」や「利

用時，意識していない，忘れている」

という回答も得られました。 

ルールやマナーを知っていても，「なぜそのルールを守らないといけない

のか」「なぜ守らないと危険なのか」という本質の理解と納得ができていな

いと思われます。規則だから守るのではなく，内容を理解して安全のために

守る，そして，考えて行動ができるよう，理解を深めていくことが重要です。

Q. 自転車の利用マナー・ルールや 
罰則について知っていましたか。 

[回答数=1,000 人]

課題２  安全運転につながるルール・マナーの本質が 

理解されていない 

ルール違反なし

64.2％

ルール違反あり

35.1％

図 3.27 自転車乗用者（第１・２当事者）
の法令違反別死傷者割合 

（2011 年）

図 3.28 信号無視率，一時停止無視率の数値 
（各無視の件数／自転車事故の件数） 

（1993～2001 年）
出典：警察庁資料を基に京都市が作成

よく知っている

13.1%

だいたい知っている

62.8%

あまり知らない

19.5%

全く知らない 4.6%

図 3.29 自転車利用ルール・マナーや 
罰則の市民の認知度 

出典：(公財)交通事故総合分析センター 
    「イタルダ・インフォメーション」No.78，ｐ10 

16.9%

33.9%36.8%

80.0%

0

20

40

60

80

100

自動車運転者 自転車運転者

信号無視
一時停止無視

(％）
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第３章 自転車の現状と課題

 

4.3 ⾃転⾞駐輪環境の課題 
 

 

放置自転車は撤去の強化等により減少しているものの，放置自転車が減っ

たと感じていない回答が約６割も占めています。 

都心部など地域によってはいまだに放置自転車が多い状況にあるほか，コ

ンビニ・物販店周辺等での短時間放置や，放置場所の分散化等に対して対策

を講じていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

課題１  短時間の放置自転車への対応 

とても減った

3.9%

減った

32.1%

あまり変わらない

57.2%

増えた 4.8%

とても増えた

2.0%

出典：京都市市民ウェブアンケート調査（平成26年７月）

Q.ここ数年，放置自転車が減ったと感じますか。[回答数=1,000 人] 

図 3.30 放置自転車に関しての市民の実感 

物販店周辺 

阪急西院駅周辺 

図 3.31 各駅の放置自転車の状況（都心）と様子 
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第 3 章 自転車の現状と課題 

 

 

 

駐輪場の整備について，市民の約６割が不満，やや不満と回答しており，

その理由については，「料金設定」「駐輪場の使いやすさ」「駐輪場の情報

提供」等となっています。 

使いやすい，使いたくなる駐輪場に向けて，位置情報の発信による案内，

誘導や料金のあり方，二段ラック等の不満解消など利用者目線に立った質の

向上に取組んでいく必要があります。 

また，付置義務に基づく駐輪場については，

場所がわかりにくい等の理由により，あまり

利用されていないのが実情であり，今後，設

置場所や有効活用の手法について考えていく

必要があります。さらに，平成２１年に改正

した京都市自転車等放置防止条例の施行以前

の建物（既存不適格）は，付置義務の対象外

となることから，既存不適格の建物について

も今後，対策を検討していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｑ.駐輪場の整備について，満足していますか。（回答数=720 人） 

課題２  駐輪場の情報発信と質の向上 

図 3.32 付置義務駐輪場 

満足 3.1%

やや満足

35.0%

やや不満

44.4%

不満

17.5%

Ｑ.現状の駐輪場について，どのようなところが満足（不満）と感じていますか。
（回答数=720 人）

出典：京都市市民ウェブアンケート調査（平成26年７月）

24.7%

15.4%

16.0%

11.3%

12.1%

9.0%

44.6%

47.6%

42.8%

42.6%

39.2%

37.6%

25.4%

33.6%

35.8%

39.3%

38.5%

44.9%

5.3%

3.3%

5.4%

6.8%

10.3%

8.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

料金設定

駐輪場所の案内標示やマップなど

の設置や配布などの情報提供

駐輪場の設備の使いやすさ

（自転車の止めやすさ、移動しやすさなど）

駐輪場と目的施設までの距離

営業時間

管理体制

不満 やや不満 やや満足 満足凡例

図 3.33 駐輪場の整備に関する市民の実感 



 

31 
 

第３章 自転車の現状と課題

 

4.4 観光に関する課題 

 

 

 

京都市には，現状，年間５，０００万人を超える観光客が訪れており，今

後もさらに増加していくことが見込まれています。 

また，近年は外国からの観光客も増加傾向にあり，宿泊ベースでみた場合，

ヨーロッパや北米からの観光客の比率が高いのも京都の特徴となっていま

す。 

地形的にも平坦で，世界文化遺産をはじめ四季折々に様々な魅力をもつ多

くの観光地や名所を，気軽にかつ効率的に巡ることができる自転車観光は，

今後，京都観光の更なる魅力を高めるアイテムとして大きな可能性を秘めて

いると考えています。 

近年，パリやロンドンではシェアサイクル（自転車の共用システム）が普

及しており，利便性向上の観点から観光客に評判となっています。 

今後，先行事例を研究するとともに，多くの民間レンタサイクル事業者が

展開している現状を踏まえ，民間ビジネスと共存共栄できる施策を検討して

いく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

課題  観光客の利便性向上に向けた自転車環境の整備 

【コラム：パリとは違う⾃転⾞事情】

図 3.34 パリのシェアサイクル「ヴェリブ」 

 パリは自転車の保有率，利用率

ともに低い状況でシェアサイク

ルを導入 

 住民の利用に加えて来街者（観

光客・ビジネス客等）も利用 

 走行環境の整備も同時に実施 

 京都市は，自転車の保有率，利

用率が高い 

 来街者（観光客・ビジネス客等）

は，利用客となり得るが，住民

の利用は期待できない 

 走行環境も未整備 

 既存のレンタルサイクルも多い 
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第 3 章 自転車の現状と課題 

 

4.5 ⾃転⾞関連施策における課題 
 

 

自転車は，体への負荷が少なく，生活に気軽に取り入れられる運動にもな

り，また，長い距離の歩行が難しい人でも乗ることができます。その活用は，

昨今問題となっている生活習慣病の予防や，今後，進展する高齢化に伴う移

動手段確保及び医療費増大の問題などを解決する有効な手段となるもので

す。 

さらに，自動車からの転換が進めば，環境負荷低減への寄与も高まります。 

そこで，健康・福祉面なども含めた総合的な施策を展開するためにも，安

全な自転車の走行環境を整え，分野を超えた横断的な連携による積極的な自

転車活用を図っていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

課題  関連分野との積極的な連携 

 

自転車は，「気軽さ」「健康」「経済的」など，便利な乗り物です。 

表 3.3 自転車利用のメリットとデメリット 

メ
リ
ッ
ト 

利
用
者 

◎気軽に利用できる ▶ 手軽に目的地まで行ける 

◎近距離の移動に最適 ▶ 他の交通手段と比べて時間に制約がなく，早く移動できる

◎経済的である 
▶ 比較的安く手に入り，燃料・税金が不要なため経済的 

である 

◎健康に良い ▶ 体を動かし，適度に良い運動になるため，健康に良い 

◎自然を感じられる ▶ 全身で風を受けながら，自然を感じ心地よく走れる 

 
企
業 

◎企業イメージの向上 ▶ 自動車から自転車への転換による環境負荷の削減の取組 

◎経費の削減 
▶ 交通費や駐車場の土地及び管理費などの節約 
▶ 健康増進による健康保険費の削減 

ま
ち
づ
く
り 

◎環境にやさしい ▶ 温室効果ガスの削減，排気ガスや騒音などの公害の減少 

◎渋滞の緩和 ▶ 自動車からの転換，自動車交通量の減少による渋滞の緩和

◎地域の活性化 ▶ 気軽に移動でき，まちに訪れやすく，立ち寄りやすい 

◎まちのイメージの向上 ▶ 人や環境にやさしい 

デメリット 
■天候に左右される ▶ 風雨，気温などの気象条件により走行できない 

■のぼり坂に弱い ▶ のぼり坂は走行の負荷が増す 

【コラム：こんなに多い⾃転⾞のメリット】
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第２部 今後の方針

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２部 今後の⽅針
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第４章 今後の取組方針 

第４章 今後の取組⽅針
 

１ これまでのまとめと⽅向性 
1.1 これまでのまとめ 

現状及び課題についてまとめると下記のとおりです。 

 

現状のまとめ

自転車利用 

の現状 

〇 走行性能が高い自転車が増加 

〇 交通手段としての自転車の利用率が増加 

〇 通勤通学における代表交通通手段の自転車分担率が政令指定都市の中で第２位

〇 自転車利用は都心部が多い 

自転車事故 

の現状 

〇 対歩行者の事故は10年間で１．２倍に増加 

〇 自転車事故の高額賠償事例が散見 

自転車に 

関する 

国等の動向 

〇 自転車は「車両」であり，「車道左側通行」が原則であることを再認識 

 

課題のまとめ

自転車 

走行環境 

 無秩序な⾃転⾞の⾛⾏
 自転車と歩行者が共存できていない 

 歩行者から見て怖い存在の自転車 

 安⼼な⾛⾏と安全な⾛⾏が異なっている 
 細街路から幹線道路に出る交差点では車道左側通行が最も事故が少ない 

 幹線道路における歩道通行の場合，自動車から見えにくい 

 車道左側通行を知っているが，行動は難しい 

ルール・ 

マナー 
遵守 

 ルール・マナー教室などの受講機会に偏りがみられる 
 年齢が上がるにつれ受講経験なしが増加 

 若年層に自転車関連事故が多く，高齢者は重傷化又は死亡の割合が高い 

 安全運転につながるルール・マナーの本質が理解されていない 
 自転車事故の３分の２にルール違反がある 

 ルールに理解・納得ができていない 

自転車 

駐輪環境 

 短時間の放置⾃転⾞などへの対応
 放置自転車は大幅に減ったが，市民の６割はあまり変わっていないと実感 

 駐輪場の情報発信と質の向上 
 駐輪場の料金設定や使いやすさ，情報提供に関する不満の割合が高い 

 付置義務で整備された駐輪場が有効活用されていない 

観光・ 
関連分野 

 観光客の利便性の向上に向けた⾃転⾞環境の整備
 ⾃転⾞利⽤環境を整えた上で，関連分野との積極的な連携 

  

表４.1 現状及び課題のまとめ 
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第４章 今後の取組方針

 

1.2 今後の取組の⽅向性 
現状と課題からわかってきたこと，今後の方向性を整理すると下記のとおりで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

課題 わかってきたこと 

自転車

の走行

環境 

 走行が無秩序 

 自転車の走行性能の向上 

 安心と安全のかい離 

□ 走る場所が歩道であったり車道で

あったりして混乱している 

□ 歩道上を走行性能が高い自転車

が走っている 

□ 「歩道は安全」と思い込んでいる 

ルール・ 

マナー 

啓発 

 啓発機会の偏在 

 ルール・マナーの理解度が低い 

□ ルールを学んだことがある人の少

なさと年代の偏り 

□ ルールを守ることは安全に直結し

ていることを知らない 

放置 

自転車 

＜撤去＞ 
 都心部に依然として放置自転車が

多い箇所あり 

 短時間駐輪への対応 

 放置自転車が分散化 

＜駐輪場＞ 
 駐輪場への誘導（情報発信） 

 料金のあり方 

 質の向上 

□ 駐輪場がどこにあるかわかってい

ない 

□ 短い時間の駐輪にお金は払わない

□ 駐輪場に不満あり 

〇 二段ラックなど使いにくい 

〇 薄暗いなど防犯性が低い駐輪場 

観光 

 レンタサイクル事業は民間が先行 

 国内外からの観光客の増加の可

能性 

□ 自転車の貸出しやとめる場所，

観光地への行き方がわからない 

関連 

分野 

 高齢化の進行 

 生活習慣病の増加 

□ 関連分野でも有効な自転車の可

能性 

自転車利用者の間違った行動の多くは， 

「知らない」「知っていてもわかっていない」 
ことに起因していることが多い。 

 走る場所や走り方，とめる場所がわかれば… 
 ルール遵守の安全性，ルール違反の危険性がわかっていれば… 

だれもがわかるようにすることが必要 

自転車の「みえる化」 
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第４章 今後の取組方針 

 

２ ⾃転⾞の「みえる化」計画 
⾃転⾞の「みえる化」とは 

次期改訂に向けて，目標とする「だれもが安心して心地よく行き交うこ

とができるまち 京都」の実現のため，⾃転⾞の「みえる化」をキーワー

ドに，各分野の施策を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 だれもが安⼼して⼼地よく⾏き交うことができるまち 京都 

自転車の「みえる化」を進める 

正しく走ることができる 見える 

視える ルール・マナーを正しく理解して守ることができる

見得る 情報を得ることができる 

観える 観光地を自転車で楽しく巡ることができる 

「み
え
る
化
」と
は 

⑤

① ②

③ ④ 

①自転車走行位置の明示の例  ②自転車への一時停止の注意喚起の例 

③④駐輪場への案内の例    ⑤自転車観光ルートの案内の例 

図４.1 自転車の「みえる化」のイメージ事例 
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第５章 各施策の「みえる化」

第５章 各施策の「みえる化」
 

「自転車」の「みえる化」について，施策別にその内容を説明します。 

 

１ ⾃転⾞⾛⾏環境の「みえる化」 
自転車走行環境の「みえる化」の主な内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どうすればよいのか。 
 

 

 

どこに誘導するのがよいか。 

 

 

 

 

  どうやって誘導するのか。 

 

 

 

 

 

 

 

  

■走行環境を「安全に」「わかりやすく」 

◯ 左側通⾏の徹底   ○安全な⾛⾏環境の確保 
 自転車走行推奨帯※１を中心とした整備 

 走る場所と注意喚起（ピクトグラム※2 等の路面表示によりルールを体感） 

■面的な整備によるネットワークの構築 

⾃転⾞が無秩序な⾛⾏をしていて危険な状況
・歩行者と自転車が共存できていない。 

（自転車がスピードを出して歩道を走っているなど） 
・どこを走るのが安全かわかっていない。 
・自転車の走る場所が歩道であったり車道であったり不統一。 

⾃転⾞の秩序ある⾛⾏が必要。⾛る場所の「みえる化」を進めます 
・どこを走ればよいかをだれもがわかるように明示。 

⾃転⾞が安全に⾛れるように誘導。それは「左側通⾏」
・自転車の走行性能を発揮する上で，速度を出す自転車については，自動車から

の視認性が良い，車道左側通行。 
・交通ルール上，「車両」である自転車は車道左側通行が原則。 

「みてわかる」，「体感してわかる」⾃転⾞⾛⾏環境の整備 
 
①⾃転⾞⾛⾏推奨帯を中⼼とした整備 
②細街路においても左側通⾏を徹底する路⾯表⽰等(ピクトグラム)を整備 

 言葉で伝えるのではなく，だれもがみてわかる方法で誘導 

幹線道路と細街路が⼀体となった⾯的ネットワークを構築 
京都の特性として細街路が多く，細街路の交差点での事故防止が重要 

※1 自転車走行推奨帯：車道の左側端に自転車が走行する位置を明示したもののこと 
※2 ピクトグラム：国籍・言語を越えてだれでも情報がわかる絵文字（サイン）のこと 

京都市特有の道路事情 
・道路幅員が狭く，細街路が多い。 
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（1）左側通⾏の徹底 
自転車事故を防止し，自転車の安全を確保するため，事故率が低い「左側

通行」の徹底を進め，秩序ある自転車の走行を実現します。 

そのため自転車が走る場所を明示し，「みえる化」を進めます。市民はも

とより，国内外からの来訪者にも自転車の走る場所がわかるように，「みて

わかる」，「体感してわかる」自転車走行環境整備を進めます。 

なお，整備にあたっては，ルール・マナー啓発の取組と連携し，市民への

周知も図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）安全な⾛⾏環境の確保 

自転車の走行環境の整備形態については，国の定めるガイドラインを踏ま

え，京都の道路事情を勘案して対応していきます。 

 

国の定める 
ガイドライン

自 転 車 道 ：幅員２ｍ以上 

工作物により歩道及び車道と区画が必要 

自転車専用通行帯：幅員 1.5ｍ以上 

道路標識と道路標示が必要 

京都の 
道路事情 道路が狭い。細街路が多い。 

 

道路幅員が狭い幹線道路でも整備が可能な手法を検討 

 

 

 

  

⾛⾏環境を「安全に」「わかりやすく」

車道の左側に自転車が走行する位置を明示した 

「⾃転⾞⾛⾏推奨帯」を中心とした整備の推進 

図 5.1 自転車の走行環境の現状と将来イメージ 
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自転車事故の多くが交差点で発生しており，中でも細街路の交差点での自

転車事故が最も多くなっています。細街路が多い京都の特性を考えると，細

街路における安全対策が非常に重要です。 

 

 

 

 

道路形態に合わせ以下のように走行環境の

整備を進めます。 

 

 

 

 

 

 

外国人も含めて，だれもが安全な走行を体感

できる環境づくりを目指し，ピクトグラムやサ

インの設置を進めていきます。 

 

 

 

 

京都市内において安全で心地よく走行できる環境を確保するためには，これ

までのように，個々の道路で整備を進めるのではなく，走行環境の面的なネッ

トワーク整備を進めていきます。 

整備においては，当計画期間内に３つの重点地区（案）から進めていき，そ

の後，順次市内全域に広げていきます。 

◎都⼼部地区 
交通事故の発生が多く，自転車交通量が最も多い地区 

（概ね「今出川通～東大路通（三条通以南は川端通）～塩小路通～千本

通」で囲まれた区域） 

◎⻄院地区 
いまだに放置自転車が多く，西院地区バリアフリー移動等円滑化基本構

想の重点整備地区に指定されている地区 

◎らくなん進都地区 
東西の公共交通機関の整備が十分でなく，自転車の活用を検討する地区

細街路においても，「ピクトグラム」等を用いて， 

左側通行の徹底を誘導 

①幹線道路 
自転車走行推奨帯を中心とした整備 

②細街路 
ピクトグラム等を中心とした整備 

図 5.2 ピクトグラム事例（金沢市）

⾯的な整備によるネットワークの構築
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幹線道路だけでなく，京都の特性である細街路も含めた 
面的な走行環境の整備を図る 

都⼼部地区などから整備 

 面的な環境整備による自転車の走行ネットワークの構築

市内を安全で心地よく走行できる環境を整備 

図 5.3 重点地区(案) 

１ ひとの集う場所を中心とした面的なネットワーク整備を図る。 

２ 自転車事故の発生箇所など対策が必要な箇所について，部分的整備 
（スポット対策）を図る。 

【⾃転⾞⾛⾏環境整備の基本⽅針】
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自転車が走行しやすい空間整備に向けて，下記の点などに留意しながら，自

転車走行環境整備のガイドラインの策定を進めます。 

自転車の走行環境の整備については，単に整備を行っていくのではなく，整

備の意義や必要性などについての情報を発信し，市民や自転車事業者及び自転

車利用者のみならず歩行者，自動車利用者などに周知していきます。広く周知

することで，だれもが安心して通行できる環境へと繋げていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

歩道走行の
自転車

 細街路の交差点で自転車事故は多い

 都心部では，細街路を走行している

自転車は多いと考えられる 

 幹線道路の車道走行に抵抗がある 

利用者を細街路へ誘導 

 自転車の左側通行の徹底 
 自動車の速度制限や通行規制など 

＋ 

 ピクトグラム等で走行する場所を
誘導 

 交差点付近の自転車の誘導・注意等の表示方法 
 自動車への自転車注意等の表示方法 
 荷捌き車やバスとの共存方法 

自転車が走行しやすい空間の整備 

わかりやすい路⾯表⽰やピクトグラムの設置が重要 

車道走行の
自転車 

歩道を通⾏ 
約６割の自動車が気付かない 

歩道を通⾏ 
交差する歩道から交差点へ侵入 

自動車は 
並行して歩道を走る自転車より
さらに気づきにくい 

自動車から 
見えやすい範囲

ピクトグラム等で
車道の走行を促す 

交差点においてもそのまま 
左側通行で横断を促す 
ピクトグラム等を設置 

左側通行や自動車の通行に
注意を促すピクトグラム等
を設置 

自転車の通行に注意を促す
ピクトグラム等を設置

図 5.4 幹線道路交差点の整備の留意点 

図 5.5 細街路交差点の整備の留意点 

【コラム：事故を防ぐために留意することは…？】

細街路 

幹線道路 



 

42 
 

第５章 各施策の「みえる化」 

 

２ ルール・マナーの「みえる化」 

ルール・マナーの「みえる化」の主な内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）知る・学ぶ機会の提供 
自転車の安全利用については小学校以

外で学ぶ機会が少なく，受講経験のない

市民が半数にも上っています。 

学校での安全教育を強化しつつ，こど

もからお年寄りまで，自転車の安全利用

について知る・学ぶ機会を広く提供でき

る仕組みを整えていきます。 

 

（2）何がなぜ危険かの納得と理解 

自転車のルール・マナーを知ることに

加え，守る意味の理解と納得，自転車事

故にあわない・起こさない知識と想像力

を身につけることが重要です。 

そのためには，危険と安全の本質を理解し，自分や他者の安全のために取

るべき行動が「みえる」ように啓発・教育を行っていきます。 

 

（3）年齢等の段階に応じた啓発・教育 

６Ｗ１Ｈ※「だれが・何を・いつ・ 
どこで・なぜ・どのように・だれに」 
を考え，その年齢や時どきにあった内容

を学ぶ必要があります。自転車のルール

・マナーの啓発・教育をこどもからお年

寄りまでを対象とした教育プログラムと

して構築し，警察や地域・企業等と連携

して実践していきます。  

■「知る」＋「みえる（わかる）」＝「守る」 

◯ 知る・学ぶ機会の提供 
◯ 何がなぜ危険かの納得と理解 
◯ 年齢等の段階に応じた啓発・教育 

■「備える」 

◯ 万⼀の事故対策と安全利⽤の意識向上 

「知る」＋「みえる（わかる）」＝「守る」 

適切な機会 
の提供 

内容の 
理解・納得 

ルール・マナーの教育の

ルール・マナーへの納得感のなさ 

安全意識が希薄 

ルール・マナーを守らない理由

事故を回避 
するためには 

 

何が安全で危険か 
どう⾏動すべきか 

みえる 
（わかる）

６W１H を考慮した教育プログラム
警察や地域・企業等との連携

だから，夜間の
ライトの点灯が
必要 

「自動車のドライバー
から自転車が見える
こと」が事故の回避に
重要 

※６W１H：５W１H［who（だれが）,what（何を）,when（いつ）,where（どこで）,why（なぜ）,how（どのよう
に）］に whom（だれに）を加えたもの 

図 5.6 「知る」＋「みえる（わかる）」
のイメージ 
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昨今，自転車の加害事故によって高額賠償を支払うことになるケースが増え

ています。被害者も加害者も本人だけではなく，家族も含めて暮らしが破綻に

追い込まれてしまう事態になりかねません。 

より安全な利用への意識を高め，万一の時でも社会的なセーフティネットと

しての働きを確保するため，自転車向け保険への加入を義務付けていきます。 

「知る」＋「みえる（わかる）」＝「守る」に「備える」を合わせた取組に

より，自転車・歩行者の安全確保を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「備える」 

  

 

各年代に応じた内容，有効な場所や方法を考えていくことが必要 

事故予防（安全）

知る機会の提供(量的拡充)と事故回避に向けた知識の習得(質的改善) 

守る 

知 る  みえる（わかる）

警察や地域・企業等との連携・協⼒ 
だれに，何を，どのように， 
なぜ，いつ，どこで，だれが 

自転車向け保険の加入の義務化 

事故対策（安心）

安全利用の意識を高める
ルール・マナーの周知や指導ができる
人材の派遣等 

あ
わ
せ
て 

新たな自転車安全利用教育 
プログラムの構築 

自転車の安全教育の指導者の育成

これまで行政や民間で散発的に行われてきたルール・マ
ナー啓発をこどもからお年寄りまでを対象とした生涯
学習的なプログラムにより，効果的に周知をしていく。

保険会社や企業等との連携 

６W１H の必要性 

歩行者・自転車の安全確保 

京都サイクルパス制度(仮称)※2創設

ルール・マナーの 
教育の適切な機会の提供 

ルール・マナーの 
内容の理解と納得 

備える 

自転車安全利用推進企業制度※1創設

※1 自転車安全利用推進企業制度：従業員への交通安全教育等を通じ，自転車の安全利
用に積極的に取り組む企業等を募る制度 

※2 京都サイクルパス制度（仮称） ：自転車安全利用教育の受講者に駐輪場の割引などの
特典を設け，受講意欲・安全への意識を高める制度 

図 5.7 ルール・マナーの「みえる化」の取組体系 



 

44 
 

第５章 各施策の「みえる化」 

 

３ ⾃転⾞駐輪環境の「みえる化」 

自転車駐輪環境の「みえる化」の主な内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）駐輪場の整備 

駐輪場の助成制度や付置義務による駐

輪場の整備等で，自転車の収容可能台数

は年々増加してきました。一方で，都心

部では依然として放置自転車が多い地域

もあります。 

今後は，駅や繁華街など，各場所の特

性に応じたきめ細やかな駐輪場の整備が

必要です。 

そこで，特定のエリアを対象とした新

たな民間駐輪場誘致助成制度※による駐

輪場の整備誘導や，駐輪場の付置義務制

度がより有効に機能するような運用の見

直しなどを進めていきます。 

優良な駐輪場には顕彰などを行い，民

間事業者のインセンティブとなるような

取組も進めていきます。 

 

 

 

  

※民間駐輪場誘致助成制度： 
駐輪場整備を必要とする特定のエリアを対象に維持管理費なども含むこれまで以上に手厚い
助成金を交付することで駐輪場整備を誘導する制度 

■駐輪場の整備，運用の改善（量から質へ） 

◯ 駐輪場の整備 
◯ 駐輪場の利⽤促進 

 駐輪場の運用の改善（設備，料金等） 

 駐輪場の情報提供の充実（位置，利用状況等） 

 撤去の維持と強化（撤去強化区域の拡大等） 

■地域の特性に合わせた自転車総量のコントロール 

駐輪場の整備，運⽤の改善（量から質へ）

図 5.8 鉄道駅別の放置自転車の状況
（再掲） 

図 5.9 民間自転車等駐車場整備助成金事業に 
よる駐輪場への転用（建物 1 階を転用）

図 5.10 駅前広場等の地下に 
駐輪場を整備 
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（2）駐輪場の利⽤促進 
既存の駐輪場の設備や環境を見直し，利用しやすい駐輪場への改善を図る

とともに，適切な情報提供や案内誘導を行うことで駐輪環境の「みえる化」

を進めます。 

また，短時間駐輪に対応した料金設定（無料時間の設定）の駐輪場を増や

していきます。 

駐輪場に一定の空きスペースが見られる場合，空間の有効活用と駐輪場の

利用促進を兼ね備えたようなサービス機能・施設（例えば自転車整備施設や

おしゃれな休憩スペースなど）の設置も検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放置箇所の分散化に対応するため，「京都市自転車等放置防止条例」の改

正により，市街化区域における用途地域（第１種低層住居専用地域，第２種

低層住居専用地域を除く。）を新たな撤去強化区域として包括的に指定する

とともに，市内の公共の場所であれば，１台の放置自転車であっても対応で

きるよう，対策を強化していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 5.11 駐輪場位置情報発信，駐輪場の案内板の設置イメージ 

図 5.12 明るく使いやすい駐輪場への改善イメージ 

 【コラム：海外の先進的な駐輪場】
ヨーロッパには，デザイン性とサービス性に優れた駐輪場があり，自転車店が併設
され，自転車関連グッズの購入や自転車の修理などが行えます。 

図 5.13 おしゃれな外観で，自転車店も併設している駐輪場（ドイツ：ミュンスター）

※用途地域：都市における住居、商業、工業などの土地利用における区分のこと 
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自転車の駐輪環境の整備を進めていきますが，駐輪場の設置の難しい場所や

徒歩での移動が可能な場所などにおいては，徒歩や公共交通利用のメリットを

示し，公共交通との連携も図りつつ，市民にとってより良い環境の構築を図っ

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域の特性に合わせた⾃転⾞総量のコントロール 

駅・繁華街など，各場所の特性に応じて 
対応策を実施 

きめ細やかな放置自転車対策の推進 
⇒量の確保から質の向上へ 

徒歩や他の交通機関へ転換 他の交通機関との連携を
図りつつ，より良い環境の
構築を図る バスや鉄道を利用した場合の目的

地への行き方や利用料金，時刻表
などの交通情報の提供   など 

駐輪場の確保が難しい 
目的の施設やエリアが 
徒歩圏 
 

地域の特性に合わせた自転車総量のコントロール 

量と質の把握

目的の施設・エリア 

利用状況・ 
実態の把握が必要 

量 

質 

台数 

放置自転車及び 

駐輪場の詳細な実態 

量から質へ 

駐輪場の利⽤促進 駐輪場の整備

放置自転車の撤去 

短時間の放置自転車への対応 

撤去強化区域の拡大 

新たな駐輪場整備の必要性の有無 

特定地区における民間駐輪場誘致補

助制度の導入 

優良駐輪場の顕彰 
駐輪場の案内標示の設置・マップ

の配布 

利用ルール・マナーの啓発

情報の発信 

地域や施設管理者や商店と協力

既存の駐輪場の活用 

など

施設等の駐輪スペースの適正な

運用・設置 

付置義務制度の見直し 

付置義務による整備 

駐輪場の改善 

使いやすさや料金の見直し，改善

など 

駐輪場の整備 

対応策 

罰則規定の導入などの検討 

図 5.14 自転車駐輪環境の「みえる化」の取組体系 

放置自転車など改善等が見られない場合 
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４ ⾃転⾞観光の「みえる化」 

自転車観光の「みえる化」の主な内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光で自転車を利用してもらうためには， 

だれもが楽しんで安全に自転車を利用できる環境の整備  が必要 

そのためには，わかりやすい走行環境の整備を進めていくとともに，地域や

民間企業等の協力や連携が必要不可欠です。 

 

 

 

 

 

 

 

京都市内には，民間のレンタサイクル事業者が多

くあり，京都の自転車観光を牽引してきました。今

後進めていく自転車の走行環境の整備により，自転

車で市内に点在する観光地を巡る観光客も増える

と考えられます。これまで培ってきた民間のノウハ

ウを活かしつつ，京都ならではのレンタサイクルの

可能性について検討していきます。 

 

 

 

 

 

  

■わかりやすい走行環境の整備 

■民間ビジネスとの連携 

◯ 民間による観光型レンタサイクルの発展支援 
◯ 民間事業者同士の連携の検討

わかりやすい⾛⾏環境の整備

自転車走行推奨帯の整備 ピクトグラム等の設置 

だれにでもわかりやすく，安全・安⼼ 

⺠間ビジネスとの連携

レンタサイクル研究会の開催 

⺠間連携事業運⽤の検討 
 ・観光レンタサイクル業者の登録制の導⼊ 
 ・レンタサイクルナンバー制の導⼊ 
 ・レンタサイクル利⽤者へのルール・マナーの周知 
公共交通との連携の検討             など 

図 5.15 イエローバイク 
（アムステルダム）
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５ ⾃転⾞関連施策の「みえる化」 

（関連施策との積極的な連携促進） 

自転車関連施策の「みえる化」の主な内容 

 

 

 

 

 

 

自転車の可能性を最大限に活用した総合的な自転車政策を展開していくた

めに，市政における他の分野との横断的な連携や政策目標の共有化等を進めて

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■関連施策との積極的な連携促進 

◯ 病気の予防対策としての連携の検討 
(日常の運動やスポーツ利用の促進など) 

◯ タンデム自転車※や三輪車など交通弱者への移動支援としての活用の検討

◯ 自動車からの転換など自転車利用による環境負荷の軽減策の検討 

運動をする 
⇒適度に体を動かす 

 高齢者の方でも比較
的遠くへ移動できる 

 移動支援 

まちがにぎわう 

運動不足の
解消 

病気の予防・健康維持 

外出する機会
の増加

地域の活性化 

元気な人が増える 

自動車からの転換 
環境負荷の
軽減 

環境にやさしい 

 

健康 

福祉 

環境 

医療費の
削減 

乗る時間が短い

移動環境が整っていない 

企業の関与が少ない
家計にもやさしい 

自
転
車
を
利
用 

※タンデム自転車：サドルとペダルが二つずつ備わった二人乗り用の自転車 

 【コラム：シニアサイクリングで健康づくり（愛媛県）】

＜「アクティブシニアサイクリング」事業＞ 

○シニア層が積極的に運動に取組むことで，将来的に健康な生活を送れるようにな

ることを目指した取組。 

○シニアを対象に，スポーツサイクルのスクールを自動車教習所で実施。 

○スポーツサイクルの乗り方について細かく講習。公道でも走れるように自動車教

習所のコースで何度も反復練習をした上で，30km程度のサイクリングをサイク

リングロードで実際に体験。 

図 5.16 自転車利用での関連分野への波及イメージ 
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第５章 各施策の「みえる化」

 

６ 各⾃転⾞政策の「みえる化」のまとめ 

各自転車政策の「みえる化」をまとめると，下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車の「みえる化」とは 

◯面的な整備によるネットワークの構築 
最も安全な車道左側通行の徹底 
（自転車走行推奨帯を中心とした整備） 
走る場所と注意喚起 
（ピクトグラム等の路面表示によりルールを体感）

①自転車走行環境の「みえる化」 

◯駐輪場の整備，運用の改善（量から質へ） 

◯駐輪場の情報提供の充実 （位置，利用状況） 

◯撤去の維持と強化（撤去区域の拡大等） 

③自転車駐輪環境の「みえる化」

◯知る＋みえる（わかる）＝守る 

そして備える（保険加入） 

◯何がなぜ危険かを納得と理解 

◯あらゆる階層に受講機会を設けた 
教育プログラムの構築 

（京都サイクルパス制度（仮称）の創設） 

◯自転車向け保険の加入の義務化 

②ルール・マナーの「みえる化」 
◯民間による観光型レンタサイクルの発展

支援 

◯民間事業者同士の連携検討 

◯わかりやすい走行環境の整備 

④自転車観光の「みえる化」

◯関連施策との積極的な連携促進 
健康・福祉・環境など 

⑤自転車関連施策 
の「みえる化」 

一
定
の
安
全
環
境
を
担
保 

図 5.17 自転車の「みえる化」の方向性のまとめ 
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第６章 計画推進に向けた体制と方法 

第６章 計画推進に向けた体制と⽅法 
 

１ 今後の取組⼯程 
1.1 次期改訂までの取組 

次期総合計画の策定に向けて，残りの推進期間に進める主な取組内容は下記

のとおりです。 
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第６章 計画推進に向けた体制と方法

 

前頁の各施策についての具体的な内容と工程は，下記の（１）から（３）の

とおりです。また，施策内容をまとめたものが表6.1になります。 

（1）⾃転⾞⾛⾏環境の「みえる化」の主な施策内容と⼯程 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）⾃転⾞のルール・マナーの「みえる化」の主な施策内容と⼯程 
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第６章 計画推進に向けた体制と方法 

 

（3）⾃転⾞駐輪環境の「みえる化」，⾃転⾞観光の「みえる化」及び
⾃転⾞関連施策の「みえる化」の主な施策内容と⼯程 
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第６章 計画推進に向けた体制と方法

 

1.2 次期改訂に向けた取組の評価項⽬ 

 

 

 

 

 

 

 

総 合 評 価 市民満足度 

利用の安心度，快適性 

 

 

 

⾛⾏環境の整備 通行区分順守率 

道路の整備延長，整備箇所利用可能人口割合 

ルール・マナー啓発 安全教室受講人数・開催回数 

京都サイクルパス取得者の拡大 

放置⾃転⾞ 放置自転車台数，駐輪場整備台数 

駐輪場の利用満足度 

観光 レンタサイクル 観光客のレンタサイクル利用割合 

 

安 全 事故件数，事故率 

 

 

上記の評価項目の目標の設定に当たっては，今後，施策の取組を進める中，

効果測定を行い，実証データを踏まえながら設定していきます。 

 

 

 

 

  

「世界トップレベルの⾃転⾞共存都市」 
だれもが安⼼して⼼地よく⾏き交うことができるまち 京都 

目標 

評価項目 

進捗及び状況の把握 
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第６章 計画推進に向けた体制と方法 

 

2 推進体制 

総合計画に基づく自転車政策を推進していくためには，市民（住民，地域団

体，市民団体等），関係事業者（鉄道・バス事業者，集客施設設置者等の商工

関係団体，自転車関連団体等）及び行政（市，国，京都府，京都府警察等）の

各取組主体が，進めていくべき自転車政策について十分認識した上で，互いに

連携・協力して取り組んでいく必要があります。 

市では，市政の推進にあたり，市民と行政が共に汗する「共汗」により，各

種の取組を進めており，各取組主体を代表する団体等の代表者で構成された協

議会等を設置し，それぞれが担うべき役割を明らかにすることで，総合計画の

推進体制を確立します。 

なお，協議会等での議論が自転車政策全般に関する幅広い内容であることか

らふさわしい名称を検討する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

京都市自転車等駐車対策協議会 

【構成】 

●学識経験者     ●関係行政機関 

●市民代表       ●警察 

●市民団体       ●鉄道・バス事業者

●商工関係団体   ●自転車商工組合 

●学校関係者     ●マスコミ関係 

等

部会 

【構成】 
●学識経験者     ●関係行政機関 
●市民関係       ●警察 
●交通弱者団体   ●鉄道・バス事業者
●自転車関連     ●観光関連 
●啓発関連 
             等 

行  政 

●自転車施策所管部署 

●道路整備所管部署 

●交通安全対策所管部署 

●道路管理者 

●総合交通政策所管部署 

等 

地域の交通安全推進団体等 

【実施主体及び協力団体】 

●自治会等の地域団体  ●関係行政機関 

●商店街              ●所轄警察署 

●集客施設設置者      ●鉄道・バス事業者

●自転車商工組合      ●学校関係者 

等

図 6.1 総合計画の推進体制 
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第６章 計画推進に向けた体制と方法

 

３ 計画の検証⽅策 

次期改訂までの5年間の取組を計画的に推進していくためには，短期，中期

の施策にしっかりと取り組んだ上で，その成果について検証し，総合計画に掲

げる方針・目標が達成されるよう，たえず修正や改善を行っていく必要があり

ます。 

PDCAサイクルは，事業活動におけるマネジメント手法の一つであり，「計画

（Plan）」，「実施（Do）」，「確認（Check）」，「改善（Act）」という業務の一連の

流れについて順次実行し，一周したら，最後のActを次のPDCAサイクルにつな

げ，らせんを描くように一周ごとにサイクルを向上（スパイラルアップ，

SpiralUp）させて，継続的な業務改善を図っていく仕組みです。 

今後，総合計画の検証方策として，このPDCAサイクルを導入し，定期的な

協議会や部会の開催等を通じてフォローアップをいただくことで，計画の確実

な進捗管理を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.2 PDCA サイクルのイメージ 
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第７章 今後の⻑期的な課題
 

１ 総合交通戦略との連携 
「歩くまち・京都」総合交通戦略との連携 

現行計画の上位計画にあたる「歩くまち・京都」総合交通戦略では,交通手段

における非自動車（徒歩・公共交通・自転車）分担率の目標を８０％超として

おり，平成２２年時点では７５.７％となっています。 

今後，「歩くまち・京都」総合交通戦略がめざす脱「クルマ中心社会」を実

現するために，他の交通手段の利用バランスも見ながら，施策連携を進めてい

く必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 留意すべき視点 

2.1 公共交通と⾃転⾞の連携 
公共交通の利用促進を図っていく中で，より快適で便利な移動環境を実現す

るために，公共交通と自転車の連携が必要です。例えば，バス停への駐輪場の

設置や，駐輪場利用後のバス・地下鉄の乗継割引など，「公共交通＋自転車」

が自動車利用よりも便利でお得となる環境整備の構築が求められます。 

  

歩行者とクルマの中間的な速度での移動が可能な乗り物 

環境にやさしく，健康的で便利な乗り物として交通体系における重要

な移動手段 

現⾏計画における⾃転⾞に関する記述 

「歩くまち・京都」総合交通戦略における⾃転⾞に関する記述 

図 7.1 「歩くまち・京都」で定める交通手段分担率の目標値 

16.3 

19.2 

20.0 

5.5 

5.9 

10.0 

28.3 

24.3 

20.0 

7.0 

6.0 

7.0 

18.6 

21.4 

19.0 

24.2 

22.8 

24.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成12年

(2000）

平成22年

（2010）

「歩くまち・京都」

総合交通戦略目標値

鉄道 バス 自動車 自動二輪・原付 自転車 徒歩凡例

出典：近畿圏パーソントリップ調査（平成 12 年，平成 22 年）
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2.2 ⾼齢化の進⾏ 

今後，ますます高齢化が進展する中で，「移動困難者の増加」，「重傷化しや

すい高齢者の自転車事故の増加」が深刻化すると思われます。 

自転車を利用すると，長い距離を歩くのは難しい高齢者でも，比較的遠くへ

移動することができるため，高齢者の外出する機会の増加が見込まれます。 

このように，高齢者が長く元気に暮らしていくためにも，高齢者の利用等に

配慮した自転車の安全利用の環境・仕組みづくりを進めていくことが必要で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 ⼈⼝減少化への対応 

京都市の人口は，平成２２年では約１４７万人となっていますが，約１０年

後（平成３７年）は約１４０万人，約２０年後(平成４７年)は約１３０万人と

推計されています（国立社会保障・人口問題研究所の推計値）。今後の人口減

少に伴い，公共交通の需要低下による運行本数の減少など公共交通の利便性が

低下し，そのことが更なる公共交通の需要低下を招くという「負のスパイラル」

に陥らないよう，公共交通の利便性を高めるために自転車が果たすべき役割を

模索していくことが必要です。 

 

2.4 多様な移動⼿段への対応 

高齢者などが転びにくいような三輪自転車，一般のレジャーや視覚障がい者

の方などの移動での利用が期待されるタンデム自転車，宅配などの流通分野を

担う自転車など，さまざまな利用形態に合わせた多様な自転車のニーズが高ま

っていくと考えられ，今後は走行環境及び駐輪環境において，それらへの対応

も視野に入れ検討を進めることが必要です。 

 

  

図 7.2 京都市の将来人口年齢構成の推移 

8.3 

7.2 

6.4 

67.9 

64.0 

63.5 

23.8 

28.8 

30.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成22年

(2010)

平成32年

(2020)

平成42年

(2030)

15歳未満 15～64歳 65歳以上

出典：国立社会保障・人口問題研究所
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自転車利用に関して，下記のような「自転車安全利用五則」があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【自転車のルールと罰則の例（抜粋）】 

 

 

 

自 転 車 安 全 利 用 五 則  

【コラム：知っていますか？⾃転⾞のルールと罰則】

[出典：京都府警察ホームページより] 

自転車は⾞道が原則，歩道は例外 １ 

⾞道は左側を通行 ２ 

歩道は歩⾏者優先で車道寄りを徐行 ３ 

安全ルールを守る ４ 

子どもはヘルメットを着用 ５ 

■「⾃転⾞及び歩⾏者専⽤」の
標識のない歩道の通⾏ 

３月以下の懲役 

又は５万円以下の罰金 

■ヘッドホンなどで⾳楽を聴きながら※，
携帯電話を使⽤しながら運転 

５万円以下の罰金 
 

 

 

※周囲の⾳が聞こえない状態の場合 

■酒酔い運転 
５年以下の懲役又は 
１００万円以下の罰金 

 
 
 
 
 

■傘さし運転
5 万円以下の罰金 

 
 
ただし、 
交通の極めて閑散な道路での 
運転はこの限りではありません。
［京都府道路交通規則］ 

■無灯⽕運転 
５万円以下の罰金 

■⼆⼈乗り 
２万円以下の罰金 
又は科料 
 
ただし、 
１６歳以上の者が６歳未満の幼児 
一人を幼児用座席に乗車させ、又は背
負い、ひも等で確実に緊縛している場
合はこの限りではありません。 
［京都府道路交通規則］  

■並進通⾏
２万円以下の罰金
又は科料 

 

 

■右側通⾏ 
３月以下の懲役又は
５万円以下の罰金 
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